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身分証明書
所属　　　　　　　　　　　　　
職・氏名　　　　　　　　　　　
生年月日　　　　年　　月　　日
この証明書を携帯する者は、小野町ポイ捨て等の防止に関する条例第14条の規定に基づく立入調査を行う者であることを証明する。
　　　　　　年　　月　　日
福島県小野町長　　　　　　　　　　　　


(表面)
(裏面)
	　
	小野町ポイ捨て等の防止に関する条例(抄)
(立入調査等)
第14条　町長は、第11条第1項の規定に違反して適正な管理がなされていない回収容器及び回収容器が設置されている土地又は建物に、指定する職員を立ち入らせて調査をさせ、又は同項に規定する販売者に対して必要な報告を求めることができる。
2　前項の立入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(身分証明書の携帯等)
第15条　前条第1項の規定による立入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。



